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○議長（前原英石君） 開会に先立ちまして、１月１日に発生した令和６年能登半島地震

により犠牲になられた方々へ哀悼の意を表し、黙祷をささげたいと思います。 

皆様、ご起立ください。 

黙祷。 

〔黙  祷〕 

○議長（前原英石君） ご着席ください。 

 

午前１０時０１分 開会 

 

開 会 の 宣 告 

○議長（前原英石君）  ただいまの出席議員数は７人です。定足数に達していますので、

令和６年３月舟橋村議会定例会を開会します。 

本日の会議を開きます。 

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

 

会 議 録 署 名 議 員 の 指 名 

○議長（前原英石君） 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定により、 

  ３番  加 藤 智惠子 君 

  ４番  田 村   馨 君 

を指名します。 

 

会 期 の 決 定 

○議長（前原英石君） 日程第２ 会期の決定について議題とします。 

お諮りします。 

本定例会の会期は、本日から３月１５日までの１２日間とし、審議終了までとしたい

と思います。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（前原英石君） ご異議なしと認めます。 

よって、会期は本日から３月１５日審議終了までとすることに決定しました。 
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議 案 第 １ 号 か ら 議 案 第 １ ６ 号 ま で 

○議長（前原英石君） 日程第３ 議案第１号 令和６年度舟橋村一般会計予算、議案第

２号 令和６年度舟橋村土地取得事業特別会計予算、議案第３号 令和６年度舟橋村国

民健康保険事業特別会計予算、議案第４号 令和６年度舟橋村後期高齢者医療事業特別

会計予算、議案第５号 令和６年度舟橋村簡易水道事業会計予算、議案第６号 専決処

分の承認を求める件、議案第７号 令和５年度舟橋村一般会計補正予算（第９号）、議

案第８号 令和５年度舟橋村国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号）、議案第９

号 令和５年度舟橋村簡易水道事業特別会計補正予算（第４号）、議案第１０号 令和

５年度舟橋村後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第２号）、議案第１１号 舟橋村

犯罪被害者等支援条例制定の件、議案第１２号 舟橋村職員の自己啓発休業に関する条

例制定の件、議案第１３号 舟橋村職員定数条例一部改正の件、議案第１４号 舟橋村

簡易水道事業等の設置等に関する条例一部改正の件、議案第１５号 村道の路線認定の

件、議案第１６号 証明書等の交付等に係る事務の相互委託の廃止の件、以上１６件を

一括議題とします。 

 

（提案理由の説明） 

○議長（前原英石君） 村長より提案理由の説明を求めます。 

村長 渡辺 光君。 

○村長（渡辺 光君） 本日ここに令和６年３月舟橋村議会定例会を招集いたしましたと

ころ、議員の皆様には公私共にご多忙の中ご出席賜り、深く感謝を申し上げます。 

それでは、本日の議会定例会に提出いたしました案件の説明に先立ち、所信の一端を

申し上げます。 

初めに、去る１月１日にマグニチュード７．６、輪島市及び志賀町では最大震度７を

観測した令和６年能登半島地震が発生いたしました。石川県では能登半島を中心に、そ

して富山県では氷見市、高岡市、射水市等において、２４０名を超える死者、９，００

０軒を超える家屋が全壊しており、お亡くなりになりました方々には心よりお悔やみを

申し上げ、被災されました方々にはお見舞いを申し上げます。 

今回の令和６年能登半島地震では、本村において観測史上初めてとなる震度５強を観

測、富山県内においても震度５強以上を観測いたしました。多くの方々が経験したこと
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のない揺れに驚いたことと思います。これまで自然災害の少ない富山県であっても、災

害の予見については大変難しいことであると改めて再認識させられたところでありま

す。 

そして、震災後の対応につきましては、富山県を通じ、県内で最も大きな被害を受け

た氷見市への応援職員の派遣依頼があったため、保健師等の職員の派遣を実施いたしま

した。今後は引き続き社会福祉協議会とともに義援金等へ協力してまいる所存です。 

また、村内においては幸いにも人的被害はございませんでしたが、本日現在、罹災証

明を発行いたしました１４件の家屋等への被害があったことから、村としても支援に取

り組んでまいります。 

次に、新年度で取り組む予定としているサンフラワープロジェクトについてでありま

す。 

このプロジェクトの基となったのは、秋田県大館市で取り組まれている釈迦内サンフ

ラワープロジェクトであります。現在村で制度を活用している地域力創造アドバイザー

経由で情報を提供いただき、昨年私と生活環境課長で現地視察をしてまいりました。 

地域の有志の方々が中心となり、小学校の子どもたちを巻き込み、そしてさらに多く

の地域の方々が関わりながら、ヒマワリの種まき、種の収穫、ひまわり油の搾油、そし

て販売までの一連の流れを実施しております。 

地域と学校が密に連携し事業展開を行っているところに感銘を受け、本村においても

新規コミュニティの創造を目的として、ぜひ取組を実施したいと考えております。 

４月には、大館市にて事業を発案し継続して取り組んでおられる方々に実際に来村い

ただき、舟橋村内外の多くの方々とともにキックオフミーティングを実施したいと考え

ております。その後は、村内にある遊休農地や協力していただける方にヒマワリの種を

植え付け、収穫し、搾油までを実際に行う予定とし、さらに翌年度に向けて様々な製品

化、商品化にも挑戦を行いたいと考えております。 

一連の流れが軌道に乗った暁には、その商品等をふるさと納税返礼品等への活用や、

その収益を用いて、村民の皆様が喜べるものとして、ふなはしまつりでの花火の打ち上

げに投じたいと考えております。 

大変長くなりましたが、それでは本日提案いたしております案件について、ご説明を

申し上げます。 

初めに、一般会計並びに特別会計の新年度予算の概要について申し上げます。 
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令和６年度の会計別予算額は、一般会計１９億５，４２８万８，０００円（前年度比

０．１％減）、土地取得事業特別会計３２万６，０００円（前年度同額）、国民健康保

険事業特別会計１億６，７６８万９，０００円（前年度比２．４％減）、後期高齢者医

療事業特別会計６，４５２万２，０００円（前年度比５．６％減）、簡易水道事業会計

１億４，３３７万６，０００円となり、全会計の総額は２３億３，０８０万１，０００

円（前年度比５．９％増）を計上しております。 

一般会計予算について申し上げます。 

歳入で、村税の個人村民税は、前年度比５８０万円、率にして３．０％減の１億８，

５１０万円、固定資産税は、前年度比２００万円、率にして１．２％増の１億６，６０

０万円、法人村民税は、前年度比５２８万円、率にして４６．５％減の６０６万円を計

上しております。 

村税の総額では３億９，２４８万１，０００円となり、前年度比８０５万８，０００

円、率にして２．０％の減となっております。 

地方交付税では、普通交付税を前年度の交付実績額並びに国の地方財政計画に計上さ

れた額に基づき７，１２５万５，０００円を増額しまして、率にして８．９％増の８億

７，０２５万円を見込んでおります。 

また、村債では、国の地方財政計画に基づき地方交付税の不足を補填する措置として

発行できる臨時財政対策債は５０７万７，０００円減額しまして、３６２万３，０００

円を計上しております。 

歳出では、総務費で、庁舎電話設備更新工事に係る費用２１７万２，０００円、公共

施設等ＬＥＤ照明リースに係る費用２１７万３，０００円、地域ＩＣＴプラットフォー

ム「結ネット」導入事業に係る費用３３万円等を計上いたしております。 

民生費では、重層的支援体制整備事業に係る費用３６７万５，０００円、子育て支援

センター運営に係る費用１，５４９万７，０００円、保育所運営委託料１億１，２９３

万５，０００円等を計上しております。 

衛生費では、温暖化対策実行計画策定業務に係る費用５００万円、乳幼児・こども医

療費助成事業に係る費用２，２５３万４，０００円等を計上しております。 

農業費では、サンフラワープロジェクト事業に係る費用３０万円、土地改良施設維持

管理適正化事業として実施いたします古海老江地内の水門更新に係る費用３，５６３万

円等を計上しております。 
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土木費では、村道竹内舟橋線消雪施設設置に係る費用１，８００万円、村内公園管理

台帳作成に係る費用３５１万９，０００円、テニスコート整備補修事業に係る費用９６

５万８，０００円等を計上しております。 

教育費では、小学校プールろ過装置修繕工事費２１６万１，０００円、中学校トイレ

洋式化改修工事費１，４６７万４，０００円、舟橋会館ホール照明ＬＥＤ化改修工事設

計に係る費用２４０万円等を計上しております。 

次に、特別会計予算について申し上げます。 

土地取得事業特別会計は、前年度同額の３２万６，０００円であります。歳入は、前

年度繰越金を計上しております。 

国民健康保険事業特別会計は、歳出で、被保険者の医療費等に係る保険給付費に１億

１，３８３万８，０００円、県への納付金として、医療給付費分に２，８２７万２，０

００円、後期高齢者医療支援金分に１，２１９万円及び介護納付金分３４３万円を計上

しております。歳入では、国民健康保険税３，２１６万７，０００円及び保険給付費県

交付金１億１，９８８万９，０００円等を計上しております。 

後期高齢者医療事業特別会計は、歳出で、後期高齢者医療広域連合納付金の６，３７

４万６，０００円を計上しております。歳入では、後期高齢者医療保険料の２，８０５

万３，０００円及び一般会計繰入金３，６４６万２，０００円等を計上しております。 

令和６年度より公営企業会計に移行いたします簡易水道事業会計につきましては、収

入の主なものとして、収益的収入は営業収入の水道料金収入５，８８０万円等でありま

す。また、資本的収入は企業債５，５００万円等であります。 

なお、業務の予定量は、給水戸数１，２００戸、年間総給水量３億１，０００万立米、

１日平均給水量８５０立米と見込んでおります。 

支出の主なものとしては、建設改良事業では第２浄水場改良工事費５，５００万円等

を計上しております。 

議案第６号 専決処分の承認を求める件につきましては、地方自治法第１７９条第１

項により条例案件２件及び予算案件３件を専決処分いたしましたので、同条第３項によ

り承認を求めるものであります。 

議案第７号 令和５年度舟橋村一般会計補正予算（第９号）につきましては、既定の

予算に歳入歳出それぞれ１億４２６万２，０００円を追加し、歳入歳出の総額を２２億

５，５９２万１，０００円とするものであります。 
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今回の補正の主なものは、歳出で、保育所運営委託料７７３万５，０００円、学童保

育室防犯カメラ設置に係る費用２５７万３，０００円及び予備費９，７２５万３，００

０円を追加し、事業費の精査により、後期高齢者医療事業特別会計繰出金２０９万４，

０００円、新型コロナウイルス感染対策支援事業補助金２５０万円、こども園人件費補

助金７５０万１，０００円等を減額するものであります。歳入では、村税２８９万９，

０００円、地方交付税７，６２８万３，０００円、寄附金１，３００万円及び繰入金１，

３００万円等を増額するものであります。 

議案第８号 令和５年度舟橋村国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号）につき

ましては、既定の予算に歳入歳出それぞれ１万円を追加し、歳入歳出の総額を１億７，

７８４万６，０００円とするものであります。 

今回の補正は、マイナンバーカードと健康保険証の一体化に伴う周知広報に係る費用

であります。歳入では、全額、国庫支出金を充当しております。 

議案第９号 令和５年度舟橋村簡易水道事業特別会計補正予算（第４号）につきまし

ては、既定の予算に歳入歳出それぞれ４５万７，０００円を追加し、歳入歳出の総額を

８，２２６万９，０００円とするものであります。 

今回の補正は、歳出では、第２浄水場再生井戸揚水業務に係る費用２１万５，０００

円、舟橋地内連合給水管移設工事費２４万２，０００円を追加するものであります。歳

入では、使用料及び雑入を充当しております。 

議案第１０号 令和５年度舟橋村後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第２号）に

つきましては、既定の予算から歳入歳出それぞれ３１０万１，０００円を減額し、歳入

歳出予算の総額を７，９５８万９，０００円とするものであります。 

今回の補正は、一般会計繰出金１，３００万円を追加し、後期高齢者医療広域連合納

付金２０９万４，０００円及び予備費１，４００万７，０００円を減額するものであり

ます。歳入では、後期高齢者医療保険料１００万８，０００円及び一般会計繰入金２０

９万３，０００円を減額するものであります。 

議案第１１号 舟橋村犯罪被害者等支援条例制定の件につきましては、本村における

犯罪被害者等支援に関し、必要な事項を定めるものであります。 

議案第１２号 舟橋村職員の自己啓発休業に関する条例制定の件につきましては、地

方公務員法第２６条の５第２項、第５項及び第６項の規定に基づき、職員の自己啓発休

業に関し、必要な事項を定めるものであります。 



 －９－ 

議案第１３号 舟橋村職員定数条例一部改正の件につきましては、定数外職員を明確

にするため、所要の改正を行うものであります。 

議案第１４号 舟橋村簡易水道事業等の設置等に関する条例一部改正の件につきま

しては、令和６年度からの公営企業会計への移行及び給水人口の変更に伴い、所要の改

正を行うものであります。 

議案第１５号 村道の路線認定の件につきましては、道路法第８条第２項の規定によ

り、村道国重団地１９号線及び２０号線の認定をお願いするものであります。 

議案第１６号 証明書等の交付等に係る事務の相互委託廃止の件につきましては、地

方自治法第２５２条の１４第２項の規定により、富山県内の市町との証明書等の交付に

係る事務の相互委託を廃止するものであります。 

以上、提案理由を申し上げましたが、何とぞ慎重審議の上、適切な議決を賜りますよ

うお願い申し上げます。 

○議長（前原英石君） 提案理由の説明が終わりました。 

 

散 会 の 宣 告 

○議長（前原英石君） 以上をもって本日の日程は全部終了しました。 

本日はこれにて散会します。 

 

午前１０時２３分 散会 

 


